
【資料№2】

物品役務等の名称及び数量
（契約件名）

契約案件
担当部署

契約を締
結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした根拠規定及び理由 予定価格（円）
 契約金額

（円）
落札率

再就
職の
役員
の数

企画競
争等参
加者数

過去に同様の契約があった場
合にはその状況（平成19年度

以前省略）

昨年度の契約監視委員会の
審議を踏まえた見直し結果

契約監視委員会の所見

1
ポリ塩化ビフェニル廃棄物
（特別管理産業廃棄物）処理
委託

総務課 H29.8.8

中間貯蔵・環境安全
事業株式会社
北海道室蘭市仲町
14-7

会計規程第41条第4項及び契約事務実施細則第
29条第1項

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理は当該契約相手
方以外は実施できないため。

1,173,312 1,173,312 100.0% 0 － 法人の対応に異論はない。

・随意契約とすることとした理由欄の記載にあたっては、根拠条文だけでなく、具体的な理由を記載すること。

随意契約締結状況（平成29年6月24日～平成29年9月20日）

労働政策研究・研修機構（JILPT）


	【資料№2】随意契約



